
台湾交流事業委託仕様書 

１ 事業名   

令和８年度 台湾交流事業 

 

２ 事業の目的 

  本事業は、児童生徒が台湾を訪問し、現地の文化・歴史・教育に直接触れるととも

に、学校間交流を通して相互理解を深め、国際的視野を涵養することを目的とする。 

 なお、令和７年度においては、町内すべての学校が台湾の学校とオンラインによる交

流を１～２回実施し、相互理解の基盤を築いてきたところである。本研修は、これらの

交流を踏まえ、対面での交流へと発展させることにより、より一層の関係深化を目指す

ものである。 

あわせて、集団での宿泊・行動を通して主体性、協働性、規範意識を育成し、将来の

国際社会において主体的に行動できる資質・能力の育成を図る。 

 

３ 実施概要 

（１）実施期間：令和８年８月９日（日）～８月１2 日（水）【３泊４日】 

（２）訪問先：台湾（主に台東県及び台北市） 

（３）参加者数：小学生４名、中学生４名、引率教職員２名、通訳１名、教育委員会２名 

（４）出発地：佐賀空港または福岡空港  到着地：福岡空港 

 

４ 業務委託内容 

（１）旅行計画の作成 

 ・教育目的に沿った行程の企画・提案（複数案提示が望ましい） 

 ・学校交流（授業参加・意見交換等）の具体的企画、文化施設等の見学手配 

 

（２）手配業務 

 ・航空券(団体手配)の確保 

・宿泊施設の確保 ２人部屋×４室（選考された男女数によって変更あり）、 

         １人部屋×５室（引率者） 

・食事(１日目は昼・夜、２日目以降は朝・昼・夜、４日目は朝・昼)の手配 

・現地交通（専用車・鉄道等）の手配 

 ・故宮博物院等の文化施設見学での日本語での現地ガイドの配置 

 

（３）添乗業務 

 ・日本出発から帰国までの添乗員の同行(１名以上) 



 ・日程管理及び参加者の安全管理 

 

（４）安全管理業務 

 ・24 時間対応可能な緊急時対応体制の構築 

・医療機関(日本語対応可が望ましい)の事前確認 

 ・海外旅行保険の加入手続き 

 ・事故・災害・感染症発生時の対応マニュアルの作成 

 

（５）その他 

 ・事前説明会資料の作成支援 

・研修のしおり作成（電子データ含む） 

・パスポート取得及び渡航手続きに関する助言 

・保護者からの問い合わせ対応窓口の設置 

 

５ 行程に関する条件 

・児童生徒の負担に配慮した無理のない日程とすること 

・以下の内容を必ず含むこと 

  【行程】 

   (8/9)  佐賀空港発～台湾桃園空港着～台湾新幹線で高雄市～ホテル（高雄泊） 

(8/10) ホテル～貸切バスにて台東県～台東県の小中学校と学校交流～ホテル（台東

県泊） 

     ※学校交流（台東県内４校を可能な限り盛り込むこと） 

    ・美和国民小学校 

    ・富山国民小学校 

    ・寶桑國民中学校 

    ・豊田国民中学校 

(8/11) ホテル～貸切バスにて高雄市～台湾新幹線で台北市～台北市内観光(故宮博

物院)～ホテル（台北泊） 

(8/12) ホテル～台北市内観光(忠烈祠)～台湾桃園空港発～福岡空港着 

 ※台北市内観光または、文化体験活動（例：民族文化・食文化等） 

 

６ 安全対策及び危機管理 

・リスク分析（自然災害・感染症・事故等）を事前に提示すること 

・緊急連絡体制（学校・保護者・現地・受託者）のフロー図を提出 

・夜間の見回り体制及び異常時対応を明確化 

・アレルギー・持病等への個別対応計画を提示 



７ 宿泊及び交通条件 

（１）宿泊施設 

・安全性、衛生面に十分配慮された施設であること 

・男女別の部屋割りが可能であること 

・引率者と児童生徒の配置に配慮すること 

【参考基準】 

  ・１泊目（高雄）：ハワードプラザ同等クラスのホテル 

   ２泊目（台東）：ナルワンホテル同等クラスのホテル 

   ３泊目（台北）：ミッドタウンリチャードソン同等クラスのホテル 

（２）交通 

・原則として直行便または安全性の高い便を利用すること 

・現地移動は地下鉄、新幹線及び、貸切バスを基本とすること 

   

８ 見積条件 

・費用内訳（航空運賃、宿泊費、食事代、交通費、保険料、添乗員費等）を記載するこ

と 

・以下を明示すること 

 ① 最低催行人数 

 ② 追加費用発生条件 

 ③ 燃油サーチャージについては、契約時の金額で確定するものとする。 

 

９ 参加者対応 

・保護者説明会への出席及び説明補助 

・事前配布資料の作成（行程表、注意事項、持ち物等） 

・問い合わせ対応窓口の設置（電話・メール） 

 

10 受託者の要件 

・学校団体旅行（修学旅行等）の実績を有すること 

・海外研修（特に台湾）手配実績があること 

・緊急時対応体制(２４時間対応)を有していること 

 ・旅行業法に基づく登録業者であること 

 ・県内に本社または、支店があること 

 

11 提出書類 

・行程案（詳細版） 

・見積書（内訳付き） 



・安全対策計画書 

・会社概要及び実績 

 

12 契約条件 

・契約は業務委託契約とする 

・支払方法は協議の上決定 

・天災、感染症等による中止・変更時の対応及び費用負担を明記 

・個人情報の適正管理（法令遵守） 

・守秘義務の遵守 

 

 

 


